
由利本荘市 

令和８年度 市民税・県民税申告の手引き 
 

１．市民税・県民税の申告が必要な方 

●令和８年１月１日現在、由利本荘市に居住している方で、前年中（令和７年１月１日から１２月３１日まで）に

合計所得金額が３８万円を超える収入のあった方  ※合計所得金額に非課税所得は含みません 

◆合計所得金額が３８万円以下の方や非課税所得のみの方でも以下に該当する場合は申告をお願いします 

ただし、市内に住所を有する親族の税法上の扶養となっている場合は申告不要です 

      ・国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方 

      ・介護保険の被保険者の方 

      ・国民年金に加入している方で免除制度を利用される方 

      ・所得証明書等の発行が必要な方 

      ・その他、所得等の情報が必要なサービスを利用される方 

※※※ 申告がない場合、各種サービスに影響が及ぶ場合があり得ます ※※※ 

 

上記のうち、市民税・県民税の申告が必要のない方 

●税務署に所得税の確定申告をする方 

（税務署に確定申告することで、市民税・県民税についても申告したとみなされます） 

●給与の支払いを受けた方で、勤務先が由利本荘市に給与支払報告書を提出していて、他に所得や控除の追加等

がない方 

●公的年金等の支払いを受けた方で、他に所得や控除の追加がない方 

＜下記のフローチャートから申告の必要性をご確認ください＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．申告期限日   令和８年３月１６日（月） 

  ●本市では２月中旬からの申告期間中、市民税・県民税の申告のほかに所得税の申告を扱えるよう、臨時的に許可

をいただき一部受付を実施します。ただし、青色申告等の専門性が高い申告案件はお受けできません。あらかじめ

税務署や税理士等にご相談ください。 
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３．市民税・県民税申告書の提出方法 

 ①個人住民税電子申告システムで提出する 

 ②自身で作成した申告書を郵便で提出する 

（送付先） 〒０１５－８５０１ 由利本荘市尾崎１７  

由利本荘市役所税務課 住民税班 あて 

 ③自身で作成した申告書を税務課に直接提出する 

 ④申告会場で申告書を作成し提出する 

  ※税務署へ所得税の確定申告書を提出された方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。 

  ※期間中の申告会場は大変混雑し受付までに時間を要します。 

所得税の確定申告をされる方は自身で申告書を作成する【ｅ－Ｔａｘ】をご利用ください。スマホ等から２４時

間、いつでも手軽に申告書の作成や送信ができ、待ち時間はありません。 

※市民税・県民税の申告をされる方で、上記①～③の方法で提出される場合は、申告書や付随する書類を提出する

だけの手続きです。積極的にご活用ください。（申告の内容に不明な点や不備等があった場合は、連絡させていた

だく場合があります。） 

  ※市民税・県民税申告書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。 

 

４．必要な書類 

●申告者の身分を確認できるもの（以下の表①～③のいずれかが必要） 

必 要 書 類 電子申告 郵便提出 直接提出 申告会場 

①マイナンバーカード 準備が必要 両面コピー添付 原本提示 原本提示 

②（１）マイナンバー通知カード 

 （２）身分証明書（運転免許証等） 
 コピー添付 原本提示 原本提示 

③（１）マイナンバーが記載された住民票 

（２）身分証明書（運転免許証等） 
 コピー添付 原本提示 原本提示 

●所得計算に必要な書類 

区  分 必 要 書 類 電子申告 郵便提出 直接提出 申告会場 

給与・年金所得者 源泉徴収票または給与明細書等 必要 必要 必要 必要 

営業等・農業・不動産 

所得者 

①各所得の収支内訳書 

②収入と必要経費の分かるもの 

※申告会場での申告の際は、必ず収入

と必要経費をまとめてお越しください 

必要 

※①のみ 

必要 

※①のみ 

必要 

※①のみ 

必要 

※①と② 

その他の所得者 収入と必要経費が分かるもの 不要 不要 不要 必要 

 ●所得控除及び税額控除に必要な書類 

区  分 必 要 書 類 電子申告 郵便提出 直接提出 申告会場 

社会保険料控除 控除証明書等 必要 必要 必要 必要 

小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金額の証明書等 必要 必要 必要 必要 

生命保険・地震保険料控除 保険会社等が発行する控除証明書 必要 必要 必要 必要 

勤労学生控除 在学中の学校が発行した在学証明書等 必要 必要 必要 必要 

障害者控除 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定

書等 

不要 不要 不要 必要 

雑損控除 
災害等に関連してやむを得ない支出を

した金額についての領収書等 
必要 必要 必要 必要 

医療費控除 
医療費控除の明細書またはセルフメデ

ィケーション税制の明細書 
必要 必要 必要 必要 

寄附金税額控除 寄付先の団体等から交付された受領書等 必要 必要 必要 必要 
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５．収入が無い方や非課税所得（障害年金や遺族年金等）のみの方の申告 

  ●国民健康保険に加入されている方等、所得等の情報が必要なサービスを利用される場合や所得証明書等の発行が 

必要な場合は、以下の手順に従って記載してください。 

＜表面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜裏面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入例＞ 

収入が無かった方 
親族に扶養されていた、預貯金生活だった、学生だった等 

※学生の場合、学校名と卒業見込み年月を記入のこと 

非課税所得のみの方 
遺族年金受給、障害年金受給、雇用保険の給付を受給、労災保険受給、 

生活保護費受給等 

 

①現住所、氏名、生年月
日、電話番号、個人番号等
を記入。 

②合計⑫欄に「０」を記入。 

③収入が無かった方は主な
生活状況を記入し非課税所
得のみの方は種類を記入
（下記記入例を参照）。 
左の例は「障害年金」を受給
していた場合。 

由利本荘市尾崎１７ 

同   上 

本荘 花子 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾅｺ 

S33.3.3 本荘 花子 本人 

無職 

98-7654 

123456789876 
８    3    1 

0 

障害年金受給 

８ 
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６．市民税・県民税申告書の書き方 

●収入金額等及び所得金額（表面「１収入金額等」・「２所得金額」） 

所得の種類 
申告書記入欄 

内    容 
収入 所得 

営 業 等 ア ① 

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、サービス業等の営業 
医師・弁護士・外交員・大工等の自由職業、漁業等の事業 
所得金額（①）＝収入金額（ア）－必要経費 
◎裏面「７ 事業・不動産所得に関する事項」を記載してください 
【添付書類】収支内訳書（一般用） 

農   業 イ ② 

農産物の生産、農家が兼営する家畜の飼育等 
所得金額（②）＝収入金額（イ）－必要経費 
◎裏面「７ 事業・不動産所得に関する事項」を記載してください 
【添付書類】収支内訳書（農業所得用） 

不 動 産 ウ ③ 

土地や建物の貸付けによる地代、家賃、権利金、小作料等 
所得金額（③）＝収入金額（ウ）－必要経費 
◎裏面「７ 事業・不動産所得に関する事項」を記載してください 
【添付書類】収支内訳書（不動産所得用） 

利   子 エ ④ 
国外で支払われる預金等の利子等（源泉分離課税の利子を除く） 
所得金額（④）＝収入金額（エ） 

配   当 オ ⑤ 

株式の配当、出資の配当、剰余金の分配、証券投資信託の分配等 

所得金額（⑤）＝収入金額（オ）－必要経費※株式等を取得するための負債利子 

◎裏面「８ 配当所得に関する事項」を記載してください 
住民税が特別徴収（天引き）されている配当等は、原則として申告不要です。なお、令和６年度（令和
５年分）から所得税と住民税の課税方式を統一することとなり、異なる課税方式を選択することができ
なくなりました。従って、住民税が特別徴収（天引き）されている配当等を申告する場合は、所得税の

確定申告が必要です。ただし、確定申告することで個人住民税の合計所得金額に算入されるため、国民
健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が出る可能性がありますのでご注意くださ
い。 

給   与 カ ⑥ 

俸給、給料、賃金、賞与等 
所得金額（⑥）＝収入金額（カ）－給与所得控除 
◎裏面「６ 給与所得の内訳」を記載してください 
【添付書類】源泉徴収票（コピー可）※源泉徴収票が無い場合は給与明細書等 

給与所得控除後の給与所得金額（⑥）は以下の｢給与所得金額の速算表｣を参照してください。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

≪所得金額調整控除について≫ 
次のいずれかに該当する方は、総所得金額を計算する際に給与所得金額から所得金額調整控除額が控除さ
れます。どちらにも該当する場合は、その両方が適用されます。 

１ 給与の収入金額が８５０万円を超える方で特別障害に該当する方、年齢２３歳未満の扶養親族を有す
る方又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する方 
所得金額調整控除＝（給与の収入金額（上限１，０００万円）－８５０万円）×１０％ 

２ 給与所得と公的年金等に係る雑所得が双方ある人 
所得金額調整控除＝給与所得控除後の給与等の金額（上限１０万円）＋公的年金等に係る雑所得 
の金額（上限１０万円）－１０万円 

雑 公的年金等 キ ⑦ 

国民年金、厚生年金、企業年金、恩給等 
※障害年金、遺族年金等は非課税所得のためここには含めません。収入が障害年金、遺族年金等の非課
税所得のみの方の申告は「６．収入が無い方や非課税所得（障害年金や遺族年金等）のみの方の申告」
を参照ください。 

所得金額（⑦）＝収入金額（キ）－公的年金等所得控除 
【添付書類】源泉徴収票（コピー可） 

公的年金等所得控除後の公的年金等所得金額（⑦）は以下の「公的年金等所得金額の速算表」を参照し
てください。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（給与所得金額の速算表） 

収入金額 給与所得金額 

650,999円以下 0円 

651,000円～1,899,999円 収入金額－650,000円 

1,900,000円～3,599,999円 Ａ＝収入金額÷4 
（千円未満の端数切り捨て） 

Ａ×4×0.7－80,000円 

3,600,000円～6,599,999円 Ａ×4×0.8－440,000円 

6,600,000円～8,499,999円 収入金額×0.9－1,100,000円 

8,500,000円以上 収入金額－1,950,000円 

（公的年金等所得金額の速算表） 

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が１，０００万円以下の方の場合 

６５歳未満 公的年金等の収入金額 公的年金等所得金額 

昭和３６年１

月２日以後の

生まれ 

600,000円以下 0円 

600,000円超～1,300,000円未満 収入金額－600,000円 

1,300,000円以上～4,100,000円未満 収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上～7,700,000円未満 収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円以上～10,000,000円未満 収入金額×0.95－1,455,000円 

10,000,000円以上 収入金額－1,955,000円 
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所得の種類 
申告書記入欄 

内    容 
収入 所得 

雑 

 

公的年金等 キ ⑦ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が以下にいずれかに該当する方は、それぞれ対
応の金額を上記で算出した公的年金等所得金額に加算します（６５歳未満の方及び６５歳以上の方のいず
れも。）。 

１ １，０００万円を超え２，０００万円以下の方 ⇒ １０万円を加算 
２ ２，０００万円以上の方           ⇒ ２０万円を加算 

業   務 ク ⑧ 
原稿料、講演料、シルバー人材センター等の副収入 
 所得金額（⑧）＝収入金額（ク）－必要経費 
◎裏面「９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項」を記載してください 

そ の 他 ケ ⑨ 
生命保険年金（個人年金）、互助年金等 
所得金額（⑨）＝収入金額（ケ）－必要経費※年金掛金等 
◎裏面「９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項」を記載してください 

総合譲渡 

(長期・短期) 
コ・サ ⑪ 

機械、自動車、営業権、ゴルフ会員権、骨とう等の資産の譲渡収入 
※土地、建物等で分離課税されるものを含みません。 

短期譲渡所得金額（⑪）＝［収入金額－必要経費－特別控除］［コ］ 
長期譲渡所得金額（⑪）＝［収入金額－必要経費－特別控除］［サ］×1/2  
※譲渡の日において資産の保有期間が５年以下の場合は「短期譲渡」、５年を超える場合は「長期譲渡」 

となります。 
※必要経費は、資産の取得費や譲渡費用等です。 
※特別控除は短期と長期を合わせて５０万円が限度です。短期と長期がある場合は、まず短期の譲渡 

益から差し引きます。 

◎裏面「１０ 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」を記載してください 

一   時 シ ⑪ 

生命保険の満期金、賞金、懸賞当せん金、競馬・競輪等の払戻金等 
 所得金額（⑪）＝［収入金額－必要経費－特別控除］［シ］×1/2 
  ※必要経費は、保険掛金等の収入を得るために直接要した経費です。 
  ※特別控除は５０万円が限度です。 

◎裏面「１０ 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」を記載してください 

 

●所得控除（表面「３所得から差し引かれる金額に関する事項」・「４所得から差し引かれる金額」） 

控除の種類 
申告書 

記入欄 
内    容 控除額 

社会保険料 ⑬ 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民健康保険、介護保

険、後期高齢者医療保険等の保険料を令和７年中に支払った場合。 

【添付書類】控除証明書等 

 ※あなた以外が受け取る公的年金等から特別徴収（天引き）されている国民健康保険税、介護保険料、

後期高齢者医療保険料等は本人のみが控除でき、あなた自身は控除できません。 

支払った 

金  額 

小規模企業 
共済掛金 

⑭ 
あなたが小規模企業共済等掛金又は確定拠出年金法に基づく掛金、地方公共団体が行う心身

障害者扶養共済の掛金を令和７年中に支払った場合。 

【添付書類】支払額証明書等 

支払った 

金  額 

生命保険料 ⑮ 

新（旧）生命保険や介護医療保険、新（旧）個人年金保険について、あなたが令和７年中に保

険料を支払った場合。 

【添付書類】保険会社等が発行する支払額証明書 
控除額は一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料のそれぞれの支払額を以下の計算式
に当てはめて計算します。新契約（平成２４年１月１日以降に締結の保険契約等）と旧契約（平成２

３年１２月３１日までに締結の保険契約等）では控除額の計算が異なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※同じ種類の保険料（生命保険料又は個人年金保険料）を支払い、新契約（１）と旧契約（２）の両方で
控除の適用を受ける場合は、新契約（１）と旧契約（２）をそれぞれ上記により計算し、以下のいずれ

か多い方の金額を控除額とします。 

１ （１）で算出した控除額＋（２）で算出した控除額【限度額２万８千円】 

２ （２）で算出した控除額のみ【限度額 ３万５千円】 

 

７万円 

（限度額） 

※左記計算式

参照 

（公的年金等所得金額の速算表） 
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が１，０００万円以下の方の場合 

６５歳以上 公的年金等の収入金額 公的年金等所得金額 

昭和３６年１
月１日以前の

生まれ 

1,100,000円以下 0円 

1,100,000円超～3,300,000円未満 収入金額－1,100,000円 

3,300,000円以上～4,100,000円未満 収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上～7,700,000円未満 収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円以上～10,000,000円未満 収入金額×0.95－1,455,000円 

10,000,000円以上 収入金額－1,955,000円 

新契約 

（１） 

生命保険料・個人年金保険料 

・介護医療保険料の場合 

旧契約 

（２） 
生命保険料・個人年金保険料の場合 

支払額（Ｂ） 控除額 支払額（Ｃ） 控除額 

12,000円以下 全額 15,000円以下 全額 

12,001円～32,000円 Ｂ×1/2＋6,000円 15,001円～40,000円 Ｃ×1/2＋7,500円 

32,001円～56,000円 Ｂ×1/4＋14,000円 40,001円～70,000円 Ｃ×1/4＋17,500円 

56,001円～ 28,000円 70,001円～ 35,000円 
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控除の種類 
申告書 

記入欄 
内    容 控除額 

地震保険料 ⑯ 

損害保険契約等について、あなたが地震等損害部分の保険料を令和７年中に支払った場合。 
※平成１８年１２月３１日までに契約した旧長期損害保険料（保険や共済期間が１０年以上で満期返 
戻金があり平成１９年１月１日以後契約の変更をしていないもの）については、従前の損害保険料 

控除が適用になります。 

【添付書類】保険会社等が発行する支払額証明書 
控除額は地震保険料と旧長期損害保険料のそれぞれの支払額を以下の計算式にて計算します。 

 

 

 

 
 

※地震保険料（１）と旧長期損害保険料（２）の両方がある場合の控除限度額は２万５千円です。 
（１）＋（２）＝２万円５千円（限度額） 

２万５千円 

（限度額） 

※左記計算式

参照 

寡  婦 ⑰ 

令和７年１２月３１日の現況において、あなたがひとり親控除に該当しない寡婦の方で、次
のいずれかの要件に該当する場合（女性の方のみ適用可。）。 
１ 夫と離婚した後婚姻していない方で、扶養親族を有し、令和７年中の合計所得金額が５

００万円以下の方 
２ 夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が

５００万円以下の方 

２６万円 

ひとり親 ⑱ 

令和７年１２月３１日の現況において、あなたが婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が
明らかでない方で、次の全ての要件に該当する場合（男性・女性どちらも適用可。）。 
１ 生計を一にする子（令和７年中の総所得金額等が５８万円以下で他の方の同一生計配偶

者や扶養親族になっていない人）を有すること 
２ 令和７年中の合計所得金額が５００万円以下であること 
３ あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと 

３０万円 

勤労学生 ⑲ 

令和７年１２月３１日の現況において、あなたが特定の学校の学生・生徒であり、給与所得
等を有して令和７年中の合計所得金額が８５万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得が１
０万円以下である場合。 
【添付書類】在学中の学校が発行した在学証明書等 

２６万円 

障 害 者 ⑳ 

令和７年１２月３１日の現況において、あなたやあなたと生計を一にする配偶者及び扶養親
族が以下に該当する場合。 

障害者 

１ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を

受けている 
２ ６５歳以上で精神や身体等に障害があると市から障害者控除対象者認定書の

交付を受けている 

特別障害者 

１ 上記手帳が交付されている方で、身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ、精
神障害者保健福祉手帳１級、戦傷病者手帳特別項症から第３項症に該当する 

２ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある 
３ 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている 
４ その年の１２月３１日の現況で引き続き６か月以上にわたって身体の障害に

より寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする 
５ ６５歳以上で精神や身体等に障害があると市から特別障害に準ずるものとし

て障害者控除対象者認定書の交付を受けている 

同居特別障害者 
同一生計配偶者及び扶養親族が特別障害者に該当し、本人・配偶者・本人と生計を
一にするその他親族のいずれかとの同居を常況としている場合 

 

 
 
 

２６万円 
（障害者） 
 
 
 

３０万 
（特別障害者） 

 

 

 
５３万円 
（同居特別障害者） 

配 偶 者  ～  

あなたの合計所得金額が１，０００万円以下で、令和７年１２月３１日の現況において、あ
なたと生計を一にする配偶者の令和７年中の合計所得金額が５８万円以下の場合。 

控除区分 

納税者本人の合計所得金額 

900万円以下 
900万円超 
950万円以下 

950万円超 
1,000万円以下 

1,000万円超 

一般 ３３万円 ２２万円 １１万円 
なし 

老人 ３８万円 ２６万円 １３万円 

※一般：昭和３１年１月２日以後生まれの７０歳未満の方。 
※老人：昭和３１年１月１日以前生まれの７０歳以上の方。 

 ※あなたの合計所得金額が１，０００万円超の場合、配偶者控除は受けられませんが、同一生計配偶者

を非課税判定の人数として加えることや障害者控除を適用することは可能です。 
※配偶者と別居している場合は裏面「１２別居の扶養親族等に関する事項」を記載してください。 

左記の表を

参照 

配偶者特別  ～  

あなたの合計所得金額が１，０００万円以下で、配偶者の令和７年中の合計所得金額が５８
万円超～１３３万円以下の場合。 

配偶者の合計所得 

納税者本人の合計所得金額 

900万円以下 
900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

58万円超～100万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円 

100万円超～105万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円 

105万円超～110万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円 

110万円超～115万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円 

115万円超～120万円以下 １６万円 １１万円 ６万円 

120万円超～125万円以下 １１万円 ８万円 ４万円 

125万円超～130万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 

130万円超～133万円以下 ３万円 ２万円 １万円 

※配偶者と別居している場合は裏面「１２別居の扶養親族等に関する事項」を記載してください。 

左記の表を

参照 

地震保険料（１） 旧長期損害保険料（２） 

支払額（Ｄ） 控除額 支払金額（Ｅ） 控除額 

50,000円以下 Ｄ×1/2 
5,000円以下 全額 

5,001円～15,000円 Ｅ×1/2＋2,500円 

50,001円以上 25,000円 15,001円以上 10,000円 
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控除の種類 
申告書 

記入欄 
内    容 控除額 

扶  養   

令和７年１２月３１日の現況において、あなたと生計を一にする親族のうち令和７年中の合
計所得金額が５８万円以下の場合。 

扶養区分 内  容 控除額 

一般扶養 
昭和３１年１月２日～平成１５年１月１日生 

平成１９年１月２日～平成２２年１月１日生 
３３万円 

特定扶養 平成１５年１月２日～平成１９年１月１日生 ４５万円 

老人扶養 
昭和３１年１月１日以前生（７０歳以上） 

３８万円 

同居老親扶養 ４５万円 

年少扶養 平成２２年１月２日以後生（１６歳未満） なし 

 ※他の納税者の扶養親族や障害者控除の対象とされている方は、扶養控除等の適用はできません。 
 ※年少扶養は扶養控除を受けられませんが、非課税判定の人数として加えることや障害者控除を適用す

ることは可能なため記載漏れのないようにご注意ください。 
 ※扶養親族と別居している場合は裏面「１２別居の扶養親族等に関する事項」を記載してください。 
 ※国外居住親族にかかる扶養控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類が必要です。

ただし、３０歳以上７０歳未満の親族は、次のいずれかに当てはまる場合を除き扶養控除の対象外と
なります。 

   １ 留学により非居住者となった人 

   ２ 障害者 
   ３ 令和７年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを３８万円以上受けている人 

左記の表を

参照 

特定親族特別   

令和７年１２月３１日の現況において、あなたと生計を一にする親族の年齢が１９歳以上２
３歳未満（平成１５年１月２日～平成１９年１月１日生）で令和７年中の合計所得が５３万
円超～１２３万円以下の場合。 

特定親族の合計所得金額 控除額 特定親族の合計所得金額 控除額 

58万円超～95万円以下 ４５万円 110万円超～115万円以下 １１万円 

95万円超～100万円以下 ４１万円 115万円超～120万円以下 ６万円 

100万円超～105万円以下 ３１万円 120万円超～123万円以下 ３万円 

105万円超～110万円以下 ２１万円 

※特定親族と別居している場合は裏面「１２別居の扶養親族等に関する事項」を記載してください。 

左記の表を

参照 

基  礎   

あなたの令和７年中の合計所得金額が２，５００万円以下の場合に適用。 
あなたの合計所得金額 控除額 

2,400万円以下 ４３万円 

2,400万円超～2,450万円以下 ２９万円 

2,450万円超～2,500万円以下 １５万円 
 

左記の表を

参照 

雑  損   

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族で、令和７年中の総所得金額等が５
８万円以下の方が所有する生活用資産（住宅・家財等）について、火災・風水害・盗難・横領
等による損失を生じた場合。 
【添付書類】災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書等 
控除額は次の１または２のうち、いずれか多い方の金額です。 

１ （損害金額＋災害等関連支出の金額－保険金等の額）－総所得金額等×１０％ 
２ （災害関連支出の金額－保険金等の額）－５万円 

左記を参照 

医 療 費   

令和７年１月１日から令和７年１２月３１日までの間に、あなたやあなたと生計を一にする
配偶者・その他親族のために医療費を支払い、医療費が一定の金額を超える場合。 

医療費控除は、「１通常の医療費控除」か「２セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）」の選
択適用となり、内容は次のとおりです。 

  １ 通常の医療費控除 ※控除限度額２００万円 

【控除額】支払った医療費－保険金等で補てんされる金額 
－１０万円又は総所得金額等の５％のいずれか少ない方の金額 

【必要書類】医療費控除の明細書 

  ２ セルフメディケーション税制（医療費控除の特例） ※控除限度額８万８千円 
    【控除額】 

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、あなたやあなたの配偶者・ 

その他親族のためにスイッチＯＴＣ医薬品等の購入費を支払った場合に、１万２千円を超える 
部分の金額が控除。 

【必要書類】セルフメディケーション税制の明細書 

※一定の取組とは以下のものです。 
保険者が実施する健康診査（人間ドック、各種健診等）・予防接種（定期予防接種、インフ 
ルエンザワクチンの予防接種）・勤務先で実施する定期健康診断（事業主健診）・特定健康診 

査（いわゆるメタボ健診）、特定保健指導・市町村が健康増進事業として実施するがん検診 
     ※セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を適用される方は、｢申告書表面 欄｣の

「区分｣へ｢１｣と記載してください。 

通常 

２００万円 

（限度額） 

 

特例 

８万８千円 

（限度額） 

 

※いずれも

左記を参照 

 

●寄附金税額控除（裏面「１４寄附金に関する事項」） 

あなたが令和７年中に次の寄附を行い寄附の合計額が２，０００円を超える場合は、所得割額から控除されます。 

１ 都道府県・市区町村等に対する寄附金（ふるさと納税） 

２ 賦課期日現在の住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金 

３ 賦課期日現在の住所地の都道府県・市町村等が条例で定めたものの寄附金 

【必要書類】寄附した団体等から交付された寄附金の受領証等 

※所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した場合、ふるさと納税ワンストップ特例は不適用となります。 

このため、これらの申告書を提出される方は、その年のふるさと納税全額を申告する必要がありますのでご注意ください。 
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記載例≪申告書表面≫ 

由利本荘市尾崎１７－４５６ 

同   上 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 

本荘 太郎 

S30.12.18 本荘 太郎 本人 ８     3     1 

会社員 

56-7898 

234567898765 

2,100,000 

50,000 

2,183,400 

1,689,300 

86,300 

200,000 

390,000 

30,000 

1,446,000 

589,300 

86,300 

675,600 

100,000 

2,641,600 

500,600 

63,000 

17,400 

260,000 

330,000 

780,000 

430,000 

2,381,000 

53,460 

2,434,460 

国民健康保険税 
介護保険 

378,200 
122,400 

500,600 

130,285 

96,244 

85,690 

34,800 

本荘 一郎 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｲﾁﾛｳ 身体障害者 

手帳3級 

345678987654 

本荘 由利子 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕﾘｺ S31.7.8 

同居 

45 

0 

456789876543 

本荘 ウメ 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｳﾒ S7. 

6.10 

母 

567898765432 

本荘 一郎 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｲﾁﾛｳ S54. 
10.10 

同居 
子 

33 345678987654 

８ 

８ 
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記載例≪申告書裏面≫ 

由利本荘市○○○○ 

（株）○○建設 

2,111,300 

由利本荘△△△△ 

△△農協 

農 業 

不動産 □□営農組合 

2,100,000 1,920,000 0 

50,000 20,000 0 

シルバー人材センター 86,300 0 

3,000,000 2,300,000 700,000 500,000 200,000 

100,000 
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 記載例≪医療費控除の明細書≫ 

令和７ 

由利本荘市尾崎１７－４５６ 本荘 太郎 

本荘 太郎 

本荘 太郎 

本荘 太郎 

○○クリニック 

□□病院 

△△薬局 

本荘 由利子 ○○クリニック 

本荘 由利子 △△薬局 

本荘 ウメ 

本荘 ウメ 

本荘 ウメ 

□□病院 

○○クリニック 
△△薬局 

  

  

  

  

  

  

  

  

43,860 

16,380 

20,880 

10,560 

5,730 

132,910 110,060 

20,900 

12,300 

263,520 110,060 

263,520 110,060 

263,520 

110,060 

153,460 

2,641,600 

132,080 

100,000 

53,460 
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